
神奈川県民のための

組合員の皆さまが火災等に遭った時、互いに助け合う制度です。

※１ 剰余金は利用分量に応じて割戻ししております。剰余金が生じた場合のため、
　　 割戻率の変動や割戻金がなくなることがあります。

ホームページからカンタン! 横浜市民共済生活協同組合

【受付時間】月～金 / 午前９時～午後５時
 （祝日･年末年始を除く）

0120-073-203
横浜市中区日本大通 58  日本大通ビル８階

※広告内容は概要のため、詳細はお問合せください。

横浜市民共済
５つのポイント

1

4 5

3

家計に優しい掛金で
加入しやすい

築年数による
掛金の変動は
ありません

70％以上の焼損は
全焼扱い

保障とは別の
見舞金給付制度

2
割戻し制度  で
掛金の負担軽減

※1

資料請求&
お見積シミュレーション

お申込みもここから !


